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は じ め に

本年、４月１日に「学校教育法等の一部を改正する法律」が施行された。

この改正法は、平成１７年１２月に取りまとめられた中央教育審議会答申「特別

支援教育を推進するための制度の在り方について」を踏まえ、学校教育制度の基本

を定めている「学校教育法」や教職員免許制度を定めている「教育職員免許法」等

合計５２本の法律を改正することを内容としている。この改正法により、特別支援

教育を一層推進することが制度面から保障されることとなった。

中央教育審議会答申に先立つ平成１５年３月には、特別支援教育の在り方に関す

る調査研究協力者会議の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」に

おいて、障がいの種類や程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、通常

の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒も含め、障がいのあ

る児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し適切な教育的支援を行う

「特別支援教育」への転換の必要性が示された。以降、特別支援教育を推進するた

めの取組が、学校現場や教育行政レベルで進められてきており、大分県において

も、文部科学省委嘱事業等により体制の整備に取り組まれてきたところである。

こうした特別支援教育推進の方向は、障がいのある人の人権及び尊厳を保護・促

進するという世界的な流れの一環であり、大分県においても支援を必要とする子ど

もたちの自立と社会参加に向け、きめ細やかな教育的支援を行っていくことが重要

である。

本報告書は、世界や国の動向、また、大分県における特別支援教育の現状と課題

を踏まえ、新しい時代に対応した特別支援教育の在り方について総合的に検討する

ために設置した「大分県特別支援教育推進検討委員会」において審議を重ねた内容

を取りまとめたものである。

具体的には、検討委員会の検討事項であった、①盲・聾・養護学校制度の見直し

と適正配置、②幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教育充実方策、③

教職員の資質向上方策、の３点を柱として、大きな転換期にある大分県の特別支援

教育の今後の方向について整理した。

本報告書が、大分県の特別支援教育の指針となり、大分県における特別支援教育

の推進と充実が図られることを強く期待する。

平成１９年７月

大分県特別支援教育推進検討委員会

委 員 長 田 中 新 正
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第１章 特別支援教育の現状

１ 国外及び国内の動向

障がいのある人の人権及び尊厳を保護・促進するという世界的な方向の

中、国内においても障がい者の自立と社会参加の促進を図るための法整備

等が推進されてきた。

（１）主な動向

国外の動向 国内の動向

１９９３年 国連総会 施行(12月)「障害者の機会均等化に関 「障害者基本法」

【障がい者の自立と社会参加の一層の促(平成５) 採択(12月)する標準規則」

【障がいのある人が社会の市民として、その 進を図ることが基本理念】

他の人々と同じ権利と義務を行使できること

を確保することが目的】

１９９４年 特別なニーズ教育に関する世界会議

(平成６) 採択(6月)「サラマンカ宣言」

【障がいのある子どもを含めた万人のための

学校を提唱】

２００１年 国連総会 21世紀の特殊教育の在り方に関す「障害者の人権及び尊厳を

保護・促進するための包括的・総合 「21世紀の(平成１３) る調査研究協力者会議

的な国際条約」 特殊教育の在り方について（最終（以下「障害者権

利条約」という。）決議案採択 報告(1月)報告）」

【ノーマライゼーションの進展等を踏ま「障害者権利条約に関する国連総会

えて特殊教育の在り方について整理】アドホック委員会」設置(12月)

２００２年 国連アジア太平洋経済社会委員会 閣議決定(12「障害者基本計画」

(平成１４) を 月)「アジア太平洋障害者の十年」

【平成１５年度から１０年間の障がい者１０年延長(5月)

【2012(平成24)年まで延長】 関連施策の基本的な計画。障がいのある

子どもにきめ細やかな支援を行うために同上委員会ハイレベル政府間会合

乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計「びわこミレニアムフレームワー

画的に教育や療育を行うとともに、学習ク」採択

【バリアフリーかつ権利に基づく社会に向け 障がい等について教育的支援を行う等適

た行動課題】 切に対応することも基本方針とする】

２００３年 特別支援教育の在り方に関する調

「今後の特別支(平成１５) 査研究協力者会議

援教育の在り方について（最終報

報告(3月) →P3告）」

第１章 特別支援教育の現状
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国外の動向 国内の動向

２００４年 改正(6月)「障害者基本法」

【基本的理念として障がい者に対して障(平成１６)

がいを理由として差別その他の権利利益

を侵害してはならない旨を規定。障がい

のある児童生徒と障がいのない児童生徒

との交流及び共同学習の積極的推進によ

る相互理解の促進についても規定】

２００５年 施行(4月)「発達障害者支援法」

【発達障がいに関し、早期発見や発達支(平成１７)

援に対する国及び地方公共団体の責務を

明らかにし、学校教育における支援や就

労の支援等を規定】

「特別支援教育を中央教育審議会

推進するための制度の在り方につ

答申(12月) →P3いて」

２００６年 国連総会 採択(12 改正(12月)「障害者権利条約」 「教育基本法」

【第４条第２項を新設。「国及び地方公(平成１８) 月)

共団体は、障害のある者が、その障害の

状態に応じ、十分な教育を受けられるよ

う、教育上必要な支援を講じなければな

らない。」】

「学校教育法等の一部を改正する２００７年

(平成１９) 施行(4月) →P5法律」

第１章 特別支援教育の現状
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第１章 特別支援教育の現状

（２）特別支援教育に係る報告・法改正等

上記（１）の国内の動向のうち、特別支援教育推進の指針となって

いる報告等、また、それを反映した法改正の概要は以下のとおりであ

る。

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」

（特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議（平成15年3月））

（１）提言

障害の種類や程度に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、

通常の学級に在籍するＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒も

含め、障害のある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把

握し適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図るととも

に、その推進体制を整備すること。

（２）制度的課題

① 盲・聾・養護学校を障害種にとらわれない学校制度（特別支援学

校（仮称））にするとともに、地域の特別支援教育のセンター的機

能を有する学校とすること。

② 小・中学校における特別支援教育の体制を確立するとともに、特

殊学級や通級による指導の在り方を見直すこと。

③ 教員等の専門性を強化するための免許制度の改善

「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」

（中央教育審議会（平成17年12月））

（１）特別支援教育の理念と基本的な考え方

障害のある幼児児童生徒の教育の基本的な考え方について、特別な

場で教育を行う「特殊教育」から、一人一人のニーズに応じた適切な

指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に発展的に転換する。

（２）盲・聾・養護学校制度の見直しについて

① 幼児児童生徒の障害の重度・重複化に対応し、一人一人の教育的

ニーズに応じて適切な指導及び必要な支援を行うことができるよ

う、盲・聾・養護学校を、障害種別を超えた学校制度（「特別支援

学校（仮称）」）に転換する。

② 「特別支援学校（仮称）」の機能として、小・中学校等に対する

支援を行う地域の特別支援教育のセンターとしての機能を明確に位

置付ける。
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（３）小・中学校における制度的見直しについて

① 通級による指導の指導時間数及び対象となる障害種を弾力化し、

ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）を新たに対

象とする。

② 特殊学級と通常の学級における交流及び共同学習を促進するとと

もに、特殊学級担当教員の活用によるＬＤ、ＡＤＨＤ等の児童生徒

への支援を行うなど、特殊学級の弾力的な運用を進める。

③ 「特別支援教室（仮称）」の構想については、研究開発学校やモ

デル校などを活用し、特殊学級が有する機能の維持、教職員配置と

の関連や教員の専門性の向上等の課題に留意しつつ、その法令上の

位置付けの明確化等について、上記の取組の実施状況も踏まえ、今

後検討する。

（注）「特別支援教室（仮称）」とは、ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等も含め障

害のある児童生徒が通常の学級に在籍した上で、一人一人の障害に応じた特別

な指導を必要な時間のみ特別の場で行う形態。

（４）教員免許制度の見直しについて

① 盲・聾・養護学校の「特別支援学校（仮称）」への転換に伴い、学

校の種別ごとに設けられている教員免許状を、障害の種類に対応した

専門性を確保しつつ、ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等を含めた総合

的な専門性を担保する「特別支援学校教諭免許状（仮称）」に転換す

る。

② 「当分の間、盲・聾・養護学校の教員は特殊教育免許の保有を要し

ない」としている経過措置を、時限を設けて廃止する。

・児童生徒の障がいの重度・重複化
・障がいのある児童生徒数の増加

小学校

中学校

高校

保育所

福祉 医療

大学 労働

幼稚園

特別支援学校

特別支援学校

特 別 支 援 学 校

盲学校 聾学校 養護学校（知・肢・病）

・児童生徒の障がいの重度・重複化
・障がいのある児童生徒数の増加

小学校

中学校

高校

保育所

福祉 医療

大学 労働

幼稚園

特別支援学校

特別支援学校

小学校

中学校

高校

保育所

福祉 医療

大学 労働

幼稚園

特別支援学校

特別支援学校

特 別 支 援 学 校

盲学校 聾学校 養護学校（知・肢・病）

支援

連携
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第１章 特別支援教育の現状

学校教育法等の一部を改正する法律案の概要

児童生徒等の障害の重複化に対応した適切な教育を行うため、現在の
盲・聾・養護学校から障害種別を超えた特別支援学校とするなどの改正
を行う。

趣旨

概要

・盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化。

・特別支援学校においては、在籍児童等の教育を行うほか、小中学校等に在
籍する障害のある児童生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定。

・小中学校等においては、学習障害（ＬＤ）・注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）等
を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。

学校教育法の一部改正

・現在の盲・聾・養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状と
し、当該免許状の授与要件として、大学において修得すべき単位数等を定め
るとともに、所要の経過措置を設ける。

教育職員免許法の一部改正

・特別支援学校の創設及び特殊教育を特別支援教育に改めることに伴い、
関係法律について所要の規定の整備を行う。

その他関係法律の一部改正

平成１９年４月１日

施行期日

文部科学省 説明資料より
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第１章 特別支援教育の現状

（中央教育審議会答申から）※学習障害（ＬＤ）等の定義

①学習障害(LD)の定義 ＜Learning Disabilities＞

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読

む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難

を示す様々な状態を指すものである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定され

るが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直

接の原因となるものではない。

②注意欠陥／多動性障害（ADHD）の定義＜Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder＞

とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動ADHD

性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものであ

る。

また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機

能不全があると推定される。

③高機能自閉症の定義 ＜High-Functioning Autism＞

高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、

②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする

行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。

また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

○ とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、アスペルガー症候群 ＜Asperger Syndrome＞

自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、高機能自閉症やア

スペルガー症候群は、 に分類されるものである。広汎性発達障害

用語の取扱いについて

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、盲・聾・養護学校

制度は、特別支援学校制度に改正されたが、本報告書では、必要に応じ

て旧表記（「知的障がい養護学校」等）を用いている。
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２ 大分県における特別支援教育の基本的な考え方

本県における特別支援教育の基本的な考え方は、「新大分県総合教育計

画（平成１８～２７年度）」に以下のとおり整理されている。

この基本的な考え方に基づき、本県の体制を確立していく必要がある。

（１）障がいのある幼児児童生徒の自立と社会参加に向け、幼児児童生徒一

人一人の教育的ニーズに応じた教育的支援を充実する。

① 個別の教育支援計画の策定と実施

② 教育相談、進路支援の充実

（２）盲・聾・養護学校の特別支援教育におけるセンター的機能を強化する

とともに、幼稚園・小・中・高等学校においては特別支援教育コーディ

ネーターを中心として効果的な教育的支援が行える体制を作る。

① 盲・聾・養護学校の地域の特別支援教育に係るセンター的機能の

強化

② 特別支援教育コーディネーターや校内委員会の設置

（３）特別支援教育を担う教員を養成するとともに、その資質能力の向上を

図る。

（４）医療的ケアの充実など、障がいの重度・重複化、多様化に対応した教

育環境を整備する。

① 特別支援学校への転換と学校配置の見直し

② 医療的ケアの充実

③ 軽度発達障がい児への対応

【目標指標】

指 標 名 現状(H16) ２２年度 ２７年度

事業所 事業所 事業所盲・聾・養護学校在籍生徒の現場実習の受入事

３３．２ ５１ ６６業所数（１校あたり）

件 件 件盲・聾・養護学校による幼稚園・小・中・高等

４ ５０ １００学校への巡回支援件数（１校あたり）

％ ％ ％校内委員会及び特別支援教育コー 幼 稚 園 0 50 100

％ ％ ％ディネーターの設置率 小 学 校 72.0 100 100

％ ％ ％中 学 校 58.6 100 100

％ ％ ％高 校 0 100 100

％ ％ ％特別支援学校教諭免許状の保有率 小・中学部 88.8 95 100

％ ％ ％高 等 部 30.7 60 100

％ ％ ％小・中学校（特別支援学級担当教員） 26.3 60 100
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１ 特別支援学校の設置状況
平成１９年度現在、大分県立特別支援学校の設置状況は以下のとおりで

ある。

（１）学校の配置状況

（２）学部の設置状況
学校名（障がい種別） 所在地 設 置 学 部

幼稚部 小学部 中学部 高 等 部
盲 学 校 （視覚） 大分市 ○ ○ ○ ○（本科・専攻科）
聾 学 校 （聴覚） 大分市 ○ ○ ○ ○（本科・専攻科）
別府養護学校 （肢体） 別府市 ○ ○ ○
鶴見養護学校 （肢体） 別府市 ○ ○ ○
石垣原養護学校（病弱） 別府市 ○ ○ ○
宇佐養護学校 （知的） 宇佐市 ○ ○ ○
日出養護学校 （知的） 日出町 ○ ○ ○（南石垣養護分教室）
南石垣養護学校（知的） 別府市 ○ ○ ○
庄内養護学校 （知的） 由布市 ○ ○ ○（新生養護分教室）
新生養護学校 （知的） 大分市 ○ ○ ○
大分養護学校 （知的） 大分市 ○ ○
臼杵養護学校 （知的） 臼杵市 ○ ○ ○
佐伯養護学校 （知的） 佐伯市 ○ ○ ○（臼杵養護分教室）
竹田養護学校 （知的） 竹田市 ○ ○ ○（臼杵養護分教室）
日田養護学校 （知的） 日田市 ○ ○ ○

中津
宇佐

豊後高田 国東

日田

玖珠

九重

由布

別府

日出

杵築

大分

竹田

臼杵
津久見

佐伯

姫島

豊後大野

●●●

●

  ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

宇佐養護

日田養護

日出養護

石垣原養護

別府養護

鶴見養護

南石垣養護

臼杵養護

竹田養護

佐伯養護

庄内養護

盲学校

聾学校

大分養護

新生養護
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２ 幼児児童生徒の状況
大分県における特別支援学校の幼児児童生徒の状況は以下のとおりであ

る。

Ｐ２２《資料１ 《資料２》参照（１）幼児児童生徒数の推移 》

大分県下の公立幼稚園、小・中学校及び高等学校の幼児児童生徒数

が１０年間で３万人以上の減と大幅に減少しているのに対し、県立特

別支援学校の幼児児童生徒数は増加を続けている。その要因は、特別

支援教育への理解が進んだことや、義務教育修了後も支援を必要とす

る生徒がいることから、知的障がい養護学校に高等部を設置してきた

ことが大きい。

また、障がい種別ごとにみると、知的障がい養護学校の幼児児童生

徒が大幅に増加している反面、盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校

及び病弱養護学校においては、２０年前に比べ半数以下、又は半数程

度まで減少している。

（２）重度・重複障がい児童生徒の推移
Ｐ２３《資料３ 《資料４》Ｐ２４《資料５》参照》

幼児児童生徒の障がいの重度重複化が進み、平成２年度に知的障が

い養護学校の重複障がい学級に在籍した児童生徒数が１３１人であっ

たのに対し、平成１８年度には小・中学部で１５５人、高等部で９９

人の合計２５４人と、約２倍近くまで増加している。また、全障がい

種別でみた小・中学部における重複障がい学級在籍児童生徒は、在籍

全児童生徒数の約４０％にも及んでいる。

さらに、経管栄養、口腔内・鼻腔内吸引、導尿等の医療的ケアを要

する幼児児童生徒は、平成１８年度において肢体不自由養護学校及び

病弱養護学校でそれぞれ２０％を超えている。

Ｐ２４《資料６ 《資料７》参照（３）特別支援学校高等部卒業生の進路状況 》

平成１８年３月卒業者では、１３６人中最も多い施設入所者が４４

（ ． ） 、 （ ．人 ３２ ４％ であり 続いて小規模作業所利用者が２９人 ２１

３％）となっている。また、就職者は２０人（１４．７％）であり、

就職率の向上が課題となっている。

３ 校種別の現状と課題
各校種ごとの現状と課題は、以下のとおりである。

（１）盲学校
ア 概要

○ 県立盲学校は大分市内にあり、幼稚部、小学部、中学部、高等部

本科（普通科、保健理療科）及び高等部専攻科（保健理療科、理療

科）を設置している。

、「 」 、○ 高等部における保健理療科では あん摩マッサージ指圧師 の

また、理療科では「はり師」及び「きゅう師」の国家試験受験資格

取得を目指した教育を行っている。

第２章 盲・聾・養護学校制度の見直しと適正配置
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Ｐ２５《資料８》Ｐ２６《資料９》参照イ 在籍者数

○ 在籍者総数は、２０年間で半数以下と激減し、近年は３０～４０

名程度で推移している。また、学部毎の在籍者数は、幼稚部、小学

部及び中学部においては、合計でも１０名程度と少人数のままであ

り、適切な学級規模となっているかの検討が必要である。

○ 高等部本科の保健理療科は国家試験受験資格取得を目指す中途失

明者等への教育を行っているが、近年は少数の入学者で推移してお

り、設置の意味が問われている。

ウ 教育・支援内容

○ 単一障がいの児童生徒に対しては、小・中学校、高等学校の教育

課程に準ずる教科指導の充実が課題である。また、重複障がいの児

童生徒は年々増加傾向にあり、一人一人の障がいの状態に応じた指

導の充実が課題となっている。

○ 視覚障がい者に対応できる専門的教育機関は県下に盲学校１校の

みであり、今後とも専門性の向上と県内の視覚障がい教育に関する

センター的機能の充実を図る必要がある。

エ 施設

○ 敷地内に、管理教室棟、普通教室棟、特別教室棟、体育館及び寄

宿舎２棟を有しているが、そのうち寄宿舎の１棟（旧清明学園）は

未活用の状態である。

（２）聾学校
ア 概要

○ 県立聾学校は大分市内にあり、幼稚部、小学部、中学部、高等部

本科（産業工芸科、被服科、理容科）及び高等部専攻科（工芸科、

被服科、理容科）を設置している。

Ｐ２５《資料８》Ｐ２６《資料１０》参照イ 在籍者数

○ 在籍者数は減少を続け、近年は５０名程度で推移している。

学部毎の在籍者数は、幼稚部、小学部、中学部においては、ある

程度の在籍者数があるものの、高等部においては、２０年間、１０

～２０名程度で推移している。

また、高等部本科及び専攻科の理容科の入学者は極少数で推移し

ている。

○ 近年、聴覚に障がいのある児童生徒が、地域の小・中学校、高等

学校へ入学する傾向がある。

ウ 教育・支援内容

○ 高等部には、理容科のほかに産業工芸科及び被服科を設置してい

るが、近年の社会状況の変化に伴い、社会のニーズと一致せず、必

ずしも企業就労に結びついた学科編成とはなっていない。

○ 聴覚障がい者に対応できる専門的教育機関は県下に聾学校１校の

みであり、今後とも専門性の向上と県内の聴覚障がい教育に関する

センター的機能の充実を図る必要がある。
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○ 産業工芸科（工芸科）及び被服科には、職業教育を進める上で有

効な施設設備が整備されているとともに、専門性を有する教職員が

配置されている。

（３）肢体不自由養護学校
ア 概要

○ 肢体不自由養護学校の別府養護学校と鶴見養護学校は隣接してお

り、別府養護学校には小学部、中学部及び高等部を、鶴見養護学校

には幼稚部、小学部及び中学部を設置している。

○ 別府養護学校は寄宿舎を完備しており、県下各地からの入学が可

能となっている。また、鶴見養護学校は別府発達医療センターに隣

接しており、医療行為の必要な入院中の児童生徒が通学している。

Ｐ２５《資料８》参照イ 在籍者数

○ 在籍者数は、約２０年前は２校合計で２００名程度であったが、

近年は１００名未満と半数以下に減少している。

○ 知的障がいを伴わない肢体不自由児は、地域の小・中学校、高等

学校に入学する傾向がある。

ウ 教育・支援内容

○ 肢体不自由養護学校の小・中学部における重複障がいの児童生徒

の割合は平成１８年度では８７．０％となっており、肢体不自由に

対応した専門的指導に加え、一人一人の障がいの状態に応じた指導

の充実が求められている。また、近年医療的ケアを要する児童生徒

が増加しており、適切な対応が喫緊の課題となっている。

（４）病弱養護学校
ア 概要

○ 病弱養護学校の石垣原養護学校は西別府病院に隣接している。

小学部、中学部及び高等部を設置しており、慢性疾患、筋ジスト

ロフィー、重症心身障がいの各病類に区分されている。

Ｐ２５《資料８》参照イ 在籍者数

○ 石垣原養護学校の在籍者数は、２０年前には１３８名いたが、現

在は５４名と大幅に減少している。また、慢性疾患病類や重症心身

障がい病類の学級はある程度の在籍者数があるものの、筋ジストロ

フィーの学級には、最近１０年間、小学部から高等部までの合計で

も１０名程度で推移している。

ウ 教育・支援内容

○ 児童生徒の原因疾病について、最近では心身症の割合が増加する

など多様化している。心身症の児童生徒の中には、周囲から適切な

理解や対応がなされないことが原因で、様々なストレスから身体症

状の出現に至った思われる児童生徒も含まれていることから、治療

及び生活上の規制、児童生徒の心理状況等を考慮した指導の充実が

求められている。
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（５）知的障がい養護学校
ア 概要

○ 県立知的障がい養護学校は、県内に１０校設置されている。この

１０校の配置を、今後も連携が重要となる福祉圏域の視点から見る

と下図のとおりである。

「中津圏域と宇佐高田圏域」の広く人口の多いエリアに宇佐養護

学校１校しか配置されていないこと、また 「日出町以北の別杵速、

見圏域と東国東圏域 「大野圏域と竹田圏域 「日田玖珠圏域」に」、 」、

ついても広いエリアに１校の養護学校しか配置されていないことか

ら、児童生徒の一部に片道７０分以上も要する長時間通学の負担を

負わせている状況にある。また、前述の宇佐養護学校については、

児童生徒数が大幅に増加し、教室をはじめとする施設面で慢性的に

不足している状況にある。

Ｐ２５《資料８》参照イ 在籍者数

○ 最近の少子化による小・中学校、高等学校の児童生徒数の減少傾

向にもかかわらず、知的障がい養護学校に在籍する児童生徒数は、

特別支援教育に対する理解や期待の高まりによる高等部生徒の急激

な増加、医療技術の進歩等による重度重複障がいの通学児童生徒の

増加などから、増加の一途をたどっている。

中津

宇佐高田
東国東

日田玖珠

別杵速見

大分

竹田

臼津

佐伯

大野

宇

日

庄

竹
佐

臼

大

新

南

日
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ウ 教育・支援内容

○ １０校のうち、高等部が設置されていない養護学校は、大分養護

学校だけである。また、日出養護学校、庄内養護学校、佐伯養護学

校及び竹田養護学校については、生徒数が少ない状況にあり高等部

分教室を設置している。

高等部については、普通科として単一障がい学級の職業生活科と

重複障がい学級の生活教養科を設置している。

○ 知的障がい養護学校における重複障害の児童生徒の割合は、平成

１８年度では３３．６％となっている。また医療的ケアを要する児

童生徒も増加しており、看護師の配置等による適切な対応が課題と

なっている。

４ 課題検討の方向性
上記の特別支援学校における現状と課題を踏まえ、今回の法改正の理念

に基づき、複数の障がい種別への対応や適正な学校・学級規模等の観点か

ら、今後の特別支援学校の在り方を検討した結果は以下のとおりである。

（１）特別支援学校の対象となる児童生徒の見直し
障がい種別を超えた特別支援学校への転換及び重複障がいの児童生

徒が増加している現状を踏まえ、各学校とも可能な限り複数の障がい

に対応できるように見直す。

① 盲学校幼稚部において、視覚障がいを併せ有する知的障がい児

も対象とする。その後、順次、小学部、中学部及び高等部本科普

通科においても、視覚障がいを併せ有する知的障がい児を受け入

れ、幼児児童生徒数の増加を図ることにより、学校の教育活動の

活性化を目指す。

また、視覚認知の視点からも、一人一人に応じた適切な教育を

推進する。
② 聾学校高等部本科及び専攻科において、知的障がい（単一）の

生徒を受け入れ、知的障がい児の企業就労を目指した職業教育の

幼児児童生徒数の増加を図ることによ充実を図る。あわせて、
り、学校の教育活動の活性化を目指す。

③ 知的障がい養護学校１０校のうち、南石垣養護学校を除く９校

で、肢体不自由と知的の重複障がいの児童生徒も受け入れる。

また、大分市内に肢体不自由養護学校が設置されていないこと

から、新生養護学校で、希望状況により肢体不自由（単一）の児

童生徒も受け入れることとする。

（２）学校の再編
① 別府市内にある肢体不自由養護学校の別府養護学校と鶴見養護

学校２校及び病弱養護学校の石垣原養護学校１校については、近

隣に配置されていること、在籍者数が減少していること等の理由

から、それぞれの役割を見直し、再編成して活性化を図る。

別府養護学校を本校とし、鶴見養護学校と石垣原養護学校を分

校とする。

対象とする障がい種別は次表のとおりとする。
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学 校 障がい種別（通学等状況）

別府養護学校（本校） 肢体不自由 （通学生・寄宿舎生）

病 弱 （通学生）

※通学生には別府発達医療センターに入所又は

西別府病院に入院している児童生徒のうち、

通学可能な者を含む。

〃 鶴見分校 肢体不自由

（ ）（ ）高等部設置 別府発達医療センターに入所している幼児児童生徒

※別府養護学校に通学可能な者を除く。

〃 石垣原分校 病 弱

（西別府病院に入院している児童生徒）

※別府養護学校に通学可能な者を除く。

※上記内容を原則とし、特別な事情がある場合には、幼児児童生徒にとって最適

な就学先を検討する。

また、教育課程の共通化、学校行事の一本化及び合同学習の実

、 。施等により 幼児児童生徒数が減少する上記３校の活性化を図る

Ｐ２７《資料１１》参照（３）長時間通学の解消
現在、通学に片道７０分以上要している児童生徒が居住する地域に

ついては、長時間通学の負担解消を図る必要がある。

① 中津地域については、宇佐養護学校の在籍者数が多く、施設設

備面からも飽和状態にあるため、中津市内において分校設置を主

に解消方策を検討する。

② 国東地域、豊後大野地域及び玖珠地域については、既存施設を

活用した分教室の設置やスクールバス増便による解消方策を検討

する。

、 、その際 分教室設置による児童生徒数の分散に留意することや

通学時間が６０分以内となるようスクールバスを配置することを

考慮する必要がある。

（４）学科等の再編
ア 盲学校

高等部本科保健理療科は、生徒数の推移を見ながら、廃止及びそ

れに伴う中卒中途失明者の普通科又は専攻科受け入れを検討する。

イ 聾学校
聾学校高等部本科に、聴覚障がい者のための普通科を設置する。
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高等部本科の産業工芸科と被服科を職業科に統合し、知的障がい

者（単一）を対象とする。また、専攻科の工芸科と被服科を職業科

に統合し、知的障がい者（単一）を対象とする。

なお、寄宿舎利用の対象は、現行どおり聴覚障がい者とする。

ウ 石垣原養護学校
現行の慢性疾患、筋ジストロフィー、重症心身障がいの病類によ

る学級編制は廃止し、重複学級と単一学級のみに再編する。

エ 知的障がい養護学校
大分養護学校に高等部を設置する。

宇佐養護学校、南石垣養護学校、新生養護学校、大分養護学校等

の大規模な養護学校高等部については、現行の普通科だけでなく、

企業就労を目指す職業教育の充実を図るため、職業科又は職業コー

スを設置することを検討する。

（５）特別支援学校のセンター的機能の充実
今後、地域において特別支援教育を推進する体制を整備していく上

で、特別支援学校は中核的な役割を担うことが期待される。特に、小

・中学校等に在籍するＬＤ等を含む障がいのある児童生徒について、

その教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくことが必要であ

る。そのためには、特別支援学校が、高い専門性を生かしながら、下

記機能の充実を図り、地域の小・中学校等を積極的に支援していくこ

とが必要である。

① 小・中学校等の教員への支援機能

② 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能

③ 障がいのある幼児児童生徒への指導・支援機能

④ 福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能

⑤ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能

⑥ 障がいのある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能

（６）高等養護学校等の設置
他県に見られる高等養護学校については、生徒数の状況及び教員の

専門性等から、今後設置の必要性を検討し、当面は知的障がい養護学

校高等部の職業教育充実を図ることとする。
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第３章 幼稚園、小・中学校、高等学校における

特別支援教育充実方策

１ 現状と今後の方向性

（１）特殊教育から特別支援教育へ

特別支援教育への転換により、従来の特殊教育の対象としてきた障

がいだけでなく、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉

症等により学習面や行動面で特別な教育的支援を必要としている幼児

児童生徒に対する適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うことに

なる。

平成１４年の文部科学省による全国実態調査では、小・中学校の通

常の学級にＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等により学習面や行動面で

特別な教育的支援を必要としている児童生徒が約６．３％在籍してい

る可能性があると示されており、今後はこのような児童生徒に対する

適切な支援が求められている。

高等学校にも、軽度の障がいを有する生徒やＬＤ、ＡＤＨＤ、高機

能自閉症等の生徒が在籍していると考えられている。また障害者基本

計画等において、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援の必要

性が求められていることから、幼稚園等においても教職員の理解促進

や適切な指導の在り方が今後の課題である。

〔学齢児童生徒に係るもの〕

特別支援教育の対象の概念図

小学校
中学校

従来の特殊教育新たな対象者

視覚障害
聴覚障害
知的障害

肢体不自由
病弱

視覚障害
聴覚障害
知的障害

肢体不自由
病弱

言語障害
情緒障害

中央教育審議会答申から（数値は平成１６年５月１日現在）

0.48（％）
0.83（％）

特別支援
学校

（約５万２千人）
（約９万１千人）

障害の程度

特別支援教育

軽 重

ＬＤ・ＡＤＨＤ・
高機能自閉症等

６.3％程度の在籍率

（約６８万人）

通級指導

視覚障害
聴覚障害

肢体不自由
病弱

言語障害
情緒障害

0.33（％）

（約３万６千人）

通常の学級 特別支援学級

全学齢児童生徒数
１０９２万人

第３章 幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教育充実方策
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Ｐ２８《資料１２》参照（２）校（園）内支援体制の整備

①校（園）内委員会の設置

幼稚園、小・中学校、高等学校において、発達障がいを含む障が

いのある幼児児童生徒の実態把握及び支援の在り方等の検討を行う

ため、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任等で構成

する校（園）内委員会を設置している。

現在、小・中学校、高等学校においては約１００％設置しており、

今後は幼稚園において設置を図る必要がある。

また、今後は校（園）内委員会の有効活用や対処事例の共有等を

図る必要がある。

②特別支援教育コーディネーターの指名・役割

幼稚園、小・中学校、高等学校において、校（園）内委員会の推

進や、福祉・医療等関係機関との連絡調整、また、保護者からの相

談窓口として特別支援教育コーディネーターを指名している。

特別支援教育コーディネーターは発達障がいを含む障がいのある

幼児児童生徒について、担任とともに当該幼児児童生徒の支援方法

を検討し、場合によっては、専門家チーム等の外部との連携を担っ

ている。

今後は、特別支援教育コーディネーター自身のスキルアップだけ

でなく、校内研修等による教職員全体のスキルアップを図る必要が

ある。

③個別の教育支援計画等の作成

幼稚園、小・中学校、高等学校において、発達障がいを含む障が

いのある幼児児童生徒について、的確な支援を行うため、保護者と

ともに個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する必要があ

る。

本県においては、取組の遅れ、地域性の問題、保護者の理解等か

ら作成率が全国平均よりも低い状況にある。今後は保護者の理解等

を図り、各学校が、障がいのある幼児児童生徒に対して計画を作成

するとともに、具体的な支援に役立つよう適宜見直し等を図る必要

がある。

個別の指導計画とは

幼児児童生徒一人一人の障がいの状態等に応じたきめ細かな指導が行

第３章 幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教育充実方策
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えるよう、学校における教育課程や指導計画、当該児童生徒の個別の教

育支援計画等を踏まえて、より具体的に幼児児童生徒一人一人の教育的

ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法などを盛り込んだ指導計

画。

個別の教育支援計画とは

障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズを正確に把握し、教育の

視点から適切に対応していくという考え方の下に、福祉、医療、労働等

の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的

な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障がいのあ

る幼児児童生徒一人一人について作成した支援計画。

④巡回相談、専門家チームの活用

県教育委員会等は障がいに関する専門的知識・経験を有する者を

巡回相談員に委嘱したり、心理学の専門家や医師を含む専門家チー

ムを設置している。

巡回相談員は幼稚園、小・中学校、高等学校を定期的に巡回し、

専門家チームは幼稚園、小・中学校、高等学校の申し出に応じ、当

該幼児児童生徒の指導方法等に関する助言を行っている。

今後は、特別支援学校のセンター的機能も含め、障がいのある幼

児児童生徒に対する支援を一層活用、推進する必要がある。

巡回相談とは、

ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等に関する専門的知識・経験を有する

者が幼稚園、小・中学校、高等学校を巡回し、教員に対して、ＬＤ、Ａ

ＤＨＤ、高機能自閉症等の幼児児童生徒に対する指導内容・方法に関す

る指導・助言を行うこと。

専門家チームとは、

幼稚園、小・中学校、高等学校に対してＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉

症等か否かの判断、望ましい教育的対応についての専門的意見を示すこ

とを目的として、教育委員会に設置された、教育委員会関係者、教員、

心理学の専門家、医師等の専門的知識を有する者から構成する組織。
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（３）特別支援学級の状況

本県の小・中学校の特別支援学級は、平成１８年度まで１０年以上

の間、２６３学級のままで推移しているとともに、特別支援学級の種

類が地域的に偏りが見られ、現に対象の児童生徒が在籍し、特別支援

学級設置を希望しても設置されずに、当該児童生徒は通常の学級等に

在籍するケースが生じている。今後は実態に即した特別支援学級の設

置が望まれる。

また、中学校まで特別支援学級に在籍した生徒に対する中学校卒業

後の対応について、現行制度では、高等学校に特別支援学級の設置は

できないので、何らかの方策を検討する必要がある。

（４）通級指導教室の状況

本県の通級指導教室は、小学校９校に１１教室設置され、平成１８

年度からはＬＤ等に対応した通級指導教室を９学級設置している。今

後は、児童生徒の実情に即した通級指導教室の設置が必要である。

また、小・中学校だけでなく、高等学校にもＬＤ等の生徒が在籍し

ていると考えられているが、現行制度では、高等学校に通級指導教室

の設置はできないので、何らかの方策を検討する必要がある。

（５）施設設備等の状況

知的障がいを伴わない肢体不自由児は、地域の小・中学校、高等学

校に入学する傾向があるが、必ずしもすべての学校に、受入に十分な

施設設備が整備されてはいない。障がいに対応できる人員の確保・配

置と併せて充実することが望まれる。
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１ 現状と今後の方向性

Ｐ２８《資料１３》参照（１）教員の特別支援学校教諭免許状保有状況

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率は、幼稚部、小

・中学部では８５％を超えている。一方高等部では、以前に比べると

かなり保有率が上がってきているものの、まだ４１．９％にとどまっ

ており、今後も高等部教員の免許保有率向上を図る必要がある。

通常の学校の特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状保有率

は、２５．８％と低い状況にあり同様の対応が必要である。

（２）採用・人事の状況

特別支援教育に携わる教員には、特別支援学校教諭免許状を保有し

ている者を配置すべきである。そのためには、現在導入している特別

支援学校枠での採用者数を一層拡大するとともに、認定講習等で新た

に免許状を取得済みまたは取得中の教員を人事異動で配置することが

必要である。また、専門性とともに特別支援教育に意欲のある教員を

配置させるとともに、障がいのある児童生徒に対する一貫した教育を

実施するために、ある程度の期間、継続して特別支援教育に携わるこ

とができるようなシステム作りが必要である。

（３）研修の充実等

現在大分県教育センター等において各種の研修を実施し、校長、教

頭の管理職や特別支援教育に携わる教員の専門性向上を図っている

が、昨今の幼児児童生徒の障がいの多様化、重度・重複化等に対応す

るためには、より広い知識や指導力が必要なことから、一層の専門性

向上を図る研修の充実が必要である。そのために 「特別支援教育セ、

ンター（仮称 」の設置も含め、研修機関の機能の充実を図る必要が）

ある。

また、特別支援教育の担当者だけでなく広く教職員の理解を深めた

り、学校全体の専門性向上を図るために、各学校の管理職のリーダー

シップの下、授業研究を含む校内研修等の一層の充実が必要である。

さらに、特別支援教育に関して広く県民の理解を深めるため、適切

な広報活動等を通した情報提供の充実を図り、特別支援教育の推進及

び幼児児童生徒の社会参加に積極的に協力するよう、理解啓発に努め

る必要がある。

第４章 教職員の資質向上方策
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《資料１》

（グラフ中の矢印は、当該年度に高等部（分教室を含む）を設置した知的障がい養護学校名。

宇佐養護学校は昭和５０年に設置済み。）

《資料２》

幼児児童生徒数の推移　（人）
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《参考資料》

《資料３》

《資料４》

知的障がい養護学校の重複障がい学級在籍者数　（人）
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《参考資料》

《資料５》

医療的ケア対象者の状況（平成１８年度）

《資料６》

高等部卒業生の進路状況（人）

《資料７》

高等部（本科）卒業生の就職率（％）

大学 専攻科
各種
学校

職業
訓練校

授産
施設

更生
施設

デイサー
ビス

自宅

6 1 2 2 1

1 1

知的障がい 103 2 17 31 4 25 8 4 12

肢体不自由 10 1 1 4 3 1

病 弱 16 3 1 2 1 7 2

136 3 1 1 3 20 34 10 29 15 4 16総 計

（平成１８年３月卒業者）

在宅者

盲 学 校

聾 学 校

養護学校

就職者
施設入所者 小規模作

業所利用
者

その他の
福祉施設
利用者

区　　　分 卒業生
進学者 教育訓練機関等

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

- - - - - - - - - 33.3

80.0 33.3 50.0 - 50.0 22.2 - 37.5 - 100.0

知的障がい 17.9 22.7 23.2 11.4 13.3 20.3 17.8 14.5 10.0 16.5

肢体不自由 9.1 - 18.2 - 7.7 - - - - -

病 弱 - - - - 9.1 - - 4.8 - -

16.4 19.3 19.8 8.8 13.2 15.8 13.0 12.0 6.7 14.7

聾 学 校

養護学校

全 体

（各年度３月卒業者）

区　　　分

盲 学 校

区　分 在籍者数
医療的ケア
対象者数

割合

視覚障がい 34 0 0.0%

聴覚障がい 53 1 1.9%

肢体不自由 86 18 20.9%

病弱 54 14 25.9%

知的障がい 757 69 9.1%

合　計 984 102 10.4%
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《参考資料》

《資料８》

特別支援学校在籍者の推移（人）

種別 学　校　名 学部 昭６２ 平２ 平４ 平６ 平８ 平１０ 平１２ 平１４ 平１６ 平１８

幼稚部 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0
小学部 14 9 5 5 6 6 5 3 4 4
中学部 13 5 7 4 2 0 3 7 2 2
高等部 24 22 11 7 11 9 6 6 12 8
専攻科 37 26 16 23 20 21 29 26 20 20

計 89 63 40 44 39 36 44 43 39 34
幼稚部 10 15 4 12 10 20 10 8 8 8
小学部 31 18 20 17 9 5 16 25 28 18
中学部 15 26 22 8 11 10 5 2 8 17
高等部 23 15 19 31 11 9 14 10 3 9
専攻科 0 4 0 2 13 2 2 8 6 1

計 79 78 65 70 54 46 47 53 53 53
小学部 18 16 21 18 22 17 16 12 10 15
中学部 8 12 8 12 10 15 8 9 14 7
高等部 54 39 40 40 30 37 39 45 37 32

計 80 67 69 70 62 69 63 66 61 54
幼稚部 14 11 8 8 8 9 3 6 7 8
小学部 71 67 73 64 49 36 33 23 17 10
中学部 32 33 23 20 26 18 25 20 19 14

計 117 111 104 92 83 63 61 49 43 32
197 178 173 162 145 132 124 115 104 86

小学部 71 46 25 30 25 30 17 11 11 7
中学部 57 26 29 22 18 18 29 23 17 13
高等部 10 14 19 27 32 30 32 52 49 34

計 138 86 73 79 75 78 78 86 77 54
小学部 36 27 26 15 15 14 19 22 25 37
中学部 29 23 25 31 16 12 19 25 28 29
高等部 48 55 59 62 67 58 45 47 57 77

計 113 105 110 108 98 84 83 94 110 143
小学部 12 11 10 9 8 7 8 9 12 14
中学部 23 12 8 7 7 7 7 3 9 12

高等部(分） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
計 35 23 18 16 15 14 15 12 21 29

小学部 28 22 21 20 18 19 24 18 27 24
中学部 23 24 19 15 16 15 12 20 17 28
高等部 0 0 0 0 0 25 34 27 50 39

計 51 46 40 35 34 59 70 65 94 91
小学部 16 11 10 7 9 7 7 11 12 16
中学部 15 14 15 10 9 7 11 10 7 7

計 31 25 25 17 18 14 18 21 19 23
小学部 38 31 25 30 38 30 27 25 34 44
中学部 32 24 26 24 12 23 36 40 42 29
高等部 0 0 0 0 62 62 72 75 89 86

計 70 55 51 54 112 115 135 140 165 159
小学部 52 40 27 21 22 21 20 27 29 36
中学部 28 35 33 23 20 19 14 16 22 25

計 80 75 60 44 42 40 34 43 51 61
小学部 40 35 23 16 13 11 9 9 12 16
中学部 42 22 24 22 15 8 9 15 16 14
高等部 0 0 0 21 53 47 51 54 73 76

計 82 57 47 59 81 66 69 78 101 106
小学部 22 21 17 10 10 12 8 13 12 11
中学部 18 9 12 14 9 6 8 8 8 16

高等部(分） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
計 40 30 29 24 19 18 16 21 20 37

小学部 22 18 12 9 3 5 10 20 15 17
中学部 12 16 15 10 10 7 1 6 12 15

高等部(分） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
計 34 34 27 19 13 12 11 26 27 44

小学部 33 31 24 13 19 24 25 21 18 10
中学部 16 22 17 18 11 7 9 17 22 21
高等部 0 0 0 0 12 28 16 16 20 33

計 49 53 41 31 42 59 50 54 60 64
585 503 448 407 474 481 501 554 668 757
1088 908 799 762 787 773 794 851 941 984合計

佐伯養護学校

竹田養護学校

日田養護学校

小    計

病弱 石垣原養護学校

知的

宇佐養護学校

日出養護学校

南石垣養護学校

庄内養護学校

新生養護学校

大分養護学校

臼杵養護学校

聴覚 聾学校

肢体

別府養護学校

鶴見養護学校

小    計

視覚 盲学校
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《参考資料》

《資料９》

盲学校高等部入学者数の推移（人）

《資料１０》

聾学校高等部入学者数の推移（人）

平９ 平１０ 平１１ 平１２ 平１３ 平１４ 平１５ 平１６ 平１７ 平１８

普通科 0 1 0 1 1 1 4 3 1 2

保健理療科 2 3 1 1 2 1 3 1 0 1

保健理療科 4 3 7 5 4 3 5 5 2 4

理療科 4 7 7 6 5 6 7 5 6 3

区　　分

本科

専攻科

平９ 平１０ 平１１ 平１２ 平１３ 平１４ 平１５ 平１６ 平１７ 平１８

理容科 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0

産業工芸科 1 2 4 1 5 0 0 0 3 1

被服科 1 1 2 0 3 0 1 1 2 1

理容科 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0

工芸科 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0

被服科 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0

区　　分

本科

専攻科
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《参考資料》

《資料１１》

スクールバス利用者の通学所要時間別人数（人）

70分未満 70～89分 90分以上 70分未満 70～89分 90分以上

小 3 0 0 4 0 0

別府養護 中 1 0 0 2 0 0
　（南石垣養護と 高 0 0 0 0 0 0

　　共同運行） 合計 4 0 0 6 0 0

小 7 0 0 9 0 0

宇佐養護 中 9 2 0 12 0 0 ７０分以上：中津市犬丸

高 12 2 0 12 0 0 豊後高田方面バス運行なし

合計 28 4 0 33 0 0

小 3 2 0 4 2 0

日出養護 中 4 1 0 4 1 0 ７０分以上：旧国東町

高 1 2 0 1 2 0
合計 8 5 0 9 5 0

小 14 0 0 19 0 0

南石垣養護 中 9 3 0 23 0 0 ７０分以上：日出町（みのり学園）

　（別府養護と 高 16 7 0 25 0 0 　　　　　　　別府総合庁舎前

　　共同運行） 合計 39 10 0 67 0 0

小 8 0 0 6 1 0

庄内養護 中 4 0 0 4 1 0 ７０分以上：湯布院、湯平

高

合計 12 0 0 10 2 0

小 6 0 0 6 0 0

新生養護 中 22 1 0 23 0 0 ７０分以上：鶴崎、仲西町

　（バス２台） 高 38 20 0 58 0 0 　　　　　　　庄内（木理学園）

合計 66 21 0 87 0 0

小 12 0 0 13 3 0

大分養護 中 14 2 0 15 3 0 ７０分以上：大在、鶴崎

高

合計 26 2 0 28 6 0

小 4 0 0 4 0 0

臼杵養護 中 6 0 0 6 0 0 ９０分以上：佐伯市船頭町

　（バス２台） 高 19 1 2 18 4 1 ７０分以上：佐伯市、三重町

合計 29 1 2 28 4 1

小 7 2 0 9 1 0

佐伯養護 中 10 2 0 14 0 0 ７０分以上：弥生、蒲江西野浦

　（バス２台） 高 9 0 0 9 0 0
合計 26 4 0 32 1 0

小 7 3 1 8 2 1

竹田養護 中 4 1 1 7 0 1 ９０分以上：旧大野町

高 6 1 1 6 1 1 ７０分以上：旧三重町

合計 17 5 3 21 3 3

小 3 2 0 5 2 0

日田養護 中 5 3 4 7 7 0 ９０分以上：九重町

高 16 2 2 16 4 0 ７０分以上：玖珠町

合計 24 7 6 28 13 0

小 74 9 1 87 11 1

中 88 15 5 117 12 1
高 117 35 5 145 11 2

合計 279 59 11 349 34 4
（平成１８年４月調査）

長時間通学の地区等

合　計

学部
登校時 下校時
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《参考資料》

《資料１２》

校内支援体制の整備状況（％）

（項目④～⑦については、該当者がいない場合があり、一概に１００％を目指すものではない）

《資料１３》

特別支援学校教諭免許状保有状況（特別支援学校） （人・％）

人数 所有率 人数 所有率 人数 所有率 人数 所有率 人数 所有率

所 有 者 307 307 309 302 300

教 諭 全 体 349 341 348 356 350

所 有 者 69 78 77 88 111

教 諭 全 体 255 247 251 266 265

所 有 者 376 385 386 390 411

教 諭 全 体 604 588 599 622 615

48.8% 51.5% 49.0% 56.3% －

90.9% 88.8%

年度

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

84.8% 85.7%

高 等 部 27.1% 31.6% 30.7% 33.1% 41.9%

幼稚部、小・中学部 88.0%

62.7% 66.8%

全 国 平 均

県 全 体 62.3% 63.9% 64.4%

大分県 全国 差 大分県 全国 差 大分県 全国 差

① 校内委員会の設置 41.5 38.8 2.7 100.0 97.7 2.3 100.0 96.9 3.1

② ＬＤ、ＡＤＨＤ等の実態把握 54.7 68.0 △ 13.3 95.3 93.3 2.0 78.3 87.6 △ 9.3

③ 特別支援教育コーディネーターの指名 34.0 35.0 △ 1.0 100.0 96.1 3.9 100.0 94.8 5.2

④ 個別の指導計画の作成 17.0 25.7 △ 8.7 45.4 62.3 △ 16.9 25.2 49.1 △ 23.9

⑤ 個別の教育支援計画の作成 10.1 17.5 △ 7.4 35.0 41.3 △ 6.3 20.3 35.7 △ 15.4

⑥ 巡回相談員の活用 50.9 65.2 △ 14.3 62.0 72.6 △ 10.6 55.9 57.6 △ 1.7

⑦ 専門家チームの活用 38.4 39.7 △ 1.3 46.0 39.3 6.7 32.2 31.2 1.0

大分県 全国 差 大分県 全国 差

① 校内委員会の設置 91.2 27.8 63.4 85.9 83.3 2.6

② ＬＤ、ＡＤＨＤ等の実態把握 49.1 34.0 15.1 78.7 82.9 △ 4.2

③ 特別支援教育コーディネーターの指名 86.0 20.9 65.1 83.8 80.9 2.9

④ 個別の指導計画の作成 3.5 7.2 △ 3.7 31.3 49.1 △ 17.8

⑤ 個別の教育支援計画の作成 14.0 6.0 8.0 24.6 33.5 △ 8.9

⑥ 巡回相談員の活用 38.6 22.6 16.0 56.3 63.2 △ 6.9

⑦ 専門家チームの活用 14.0 10.8 3.2 38.8 34.6 4.2

中学校

項　　　目

項　　　目

高等学校 全校種計

幼稚園 小学校
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《資料１４》
大分県特別支援教育推進検討委員会設置要綱

大分県教育委員会

（目的及び設置）
第１条 医学や科学技術の進歩、ノーマライゼーションの進展など、特別支援教育を取り巻く状

況が変化する中で、本県における特別支援教育の現状と課題を踏まえ、新しい時代に対応
した特別支援教育の在り方について総合的に検討するため、大分県特別支援教育推進検討
委員会（以下 「検討委員会」という ）を設置する。、 。

（職務）
第２条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を大分県教育委員会教

育長に報告する。
（１）盲・聾・養護学校制度の見直しと適正配置
（２）幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教育充実方策
（３）教職員の資質向上方策
（４）その他、上記に関連する事項

（組織及び委員の任期）
第３条 検討委員会は、委員１７名以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
（１）学識経験者
（２）福祉関係者
（３）ＮＰＯ関係者
（４）ＰＴＡ関係者
（５）行政関係者
（６）学校関係者
３ 委員の任期は１年とするが、再任は妨げない。

（委員長等）
第４条 検討委員会には、委員の互選により、委員長及び副委員長１名を置く。

２ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

（会議）
第５条 検討委員会の会議（以下 「会議」という ）は、委員長が招集し、委員長が議長とな、 。

る。
２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。
、 。４ 委員が会議を欠席する場合は 委員長の判断により代理人出席を認めることができる

５ 委員長が必要と認めたときは、委員以外に関係者の出席を求め、意見を聞くことがで
きる。

（守秘義務）
第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、委員を退いた後も同様とする。

（庶務）
第７条 検討委員会の庶務は、大分県教育庁特別支援教育推進室において処理する。

（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が諮っ

て定める。

附則 この要綱は、平成１８年 ４月 １日から施行する。

《参考資料》
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《資料１５》

大分県特別支援教育推進検討委員会委員名簿（平成１８年度）
敬称略

区分 所 属 ・ 職 名 氏 名

１ 学識経験者 大分大学教育福祉科学部教授 ◎ 田 中 新 正

２ 別府発達医療センター長 福 永 拙

３ 福祉関係者 大分県手をつなぐ育成会会長 齋 藤 國 芳

４ 自閉症者施設「めぶき園」園長 五十嵐 康 郎

５ ＮＰＯ関係者 摂食コミュニケーション・ネットワーク理事長 中 島 知夏子

６ ＰＴＡ関係者 大分県ＰＴＡ連合会会長 藤 田 千克由

７ 大分県高等学校ＰＴＡ連合会会長 高 橋 正 夫

８ 大分県知的障害養護学校ＰＴＡ連合会会長 田 中 重 敏

９ 行政関係者 大分県市町村教育長協議会会長 秦 政 博

10 大分労働局職業安定部職業対策課長 小 栁 恒 美

11 学校関係者 大分県国公立幼稚園会会長 利 光 幸 子

12 大分県小学校長会会長 児 玉 元 治

13 大分県中学校長会会長 脇 廣 美

14 大分県高等学校長協会会長 足 立 一 馬

15 大分県盲・聾・養護学校長会会長 ○ 陶 山 昌 生

16 大分県障害児適正就学指導委員会代表 牧 野 桂 一

17 緒 方 幸 子全国知的障害養護学校長会施設設備専門委員会大分県代表

◎は委員長、○は副委員長

《参考資料》
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《参考資料》

大分県特別支援教育推進検討委員会委員名簿（平成１９年度）
敬称略

区分 所 属 ・ 職 名 氏 名

１ 学識経験者 大分大学教育福祉科学部教授 ◎ 田 中 新 正

２ 別府発達医療センター長 福 永 拙

３ 福祉関係者 大分県手をつなぐ育成会会長 齋 藤 國 芳

４ 自閉症者施設「めぶき園」園長 五十嵐 康 郎

５ ＮＰＯ関係者 摂食コミュニケーション・ネットワーク理事長 中 島 知夏子

６ ＰＴＡ関係者 大分県ＰＴＡ連合会会長 藤 田 千克由

７ 大分県高等学校ＰＴＡ連合会会長 高 橋 正 夫

８ 大分県知的障害養護学校ＰＴＡ連合会会長 田 中 重 敏

９ 行政関係者 大分県市町村教育長協議会会長 足 立 一 馬

10 大分労働局職業安定部職業対策課長 小 栁 恒 美

11 学校関係者 大分県国公立幼稚園会会長 園 部 民 代

12 大分県小学校長会会長 津 崎 俊 幸

13 大分県中学校長会会長 淵 野 政 昭

14 大分県高等学校長協会会長 園 田 幸 吉

15 大分県特別支援学校長会会長 ○ 安 枝 正 義

16 大分県障害児適正就学指導委員会代表 牧 野 桂 一

17 緒 方 幸 子全国知的障害養護学校長会施設設備専門委員会大分県代表

◎は委員長、○は副委員長
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《参考資料》

《資料１６》

大分県特別支援教育推進検討委員会の審議経過

期 日 審 議 内 容

第１回 平成１８年５月１８日 ○ 特別支援教育を取り巻く国の動向について

○ 大分県における特別支援教育の現状と課題について

第２回 平成１８年８月２５日 ○ 特別支援教育事業について

○ 大分県の特別支援教育の水準（経費等）について

○ 高等部卒業後の進路状況について

○ 特別支援教育に係る法改正について

○ 盲・聾・養護学校制度の見直しと適正配置に係る論
点整理

第３回 平成１８年１０月１８日 ○ 盲・聾・養護学校の現状・課題と今後の検討の方向
性について

第４回 平成１８年１２月１９日 ○ 盲・聾・養護学校制度の見直しについて

第５回 平成１９年 ３月１６日 ○ 盲・聾・養護学校制度の見直しと適正配置について

○ 幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教
育充実方策について

○ 教職員の資質向上方策について

第６回 平成１９年 ６月 ８日 ○ 報告書「大分県の特別支援教育の方向（素案 」の）
検討

第７回 平成１９年 ７月 ２日 ○ 報告書「大分県の特別支援教育の方向（素案 」の）
検討



大分県の特別支援教育の方向（素案）
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１１月１日は
おおいた教育の日


